


ま  え  が  き 

 

 障害者職業総合センターは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、労働行政のみならず、

我が国における職業リハビリテーションの推進とサービスの質的な向上に貢献することをめざして、職

業リハビリテーションに関する調査・研究、障害者の雇用に関する情報の収集・分析・提供、職業リハ

ビリテーション施設の運営・指導、専門職員の養成・研修、障害者に対する職業リハビリテーションサー

ビスの提供などの事業を行っております。 

 このため、当センターでは、職業リハビリテーションの各領域にわたる調査研究を広く実施するとと

もに、その成果を調査研究報告書及び資料シリーズ等の形で取りまとめ、関係者に提供しております。 

 本研究では、事業主や職業リハビリテーション関係者、あるいは障害のある人々自身が、より広い分

野での障害者の就業の可能性を検討する手掛りとしていただくため、日本障害者雇用促進協会が業務を

通じて入手した様々な雇用事例 12000 余を、障害の種類や程度別に整理し、障害者がどんな職業（職種）

についているのか、また、どんな産業分野で働いているのか、企業側が行っている配慮はどんなことか、

障害の種類や仕事の種類によってどう違うのか等について明らかにしました。 

 また、様々な障害者の障害の内容や程度が、一般の人にはわかりにくく、このこともまた障害者の雇

用をせばめたり、健康管理や雇用管理上の不安につながる要因となりうるので、それぞれの障害の等級

別に、障害の特質や、どのようなことは不自由がなく、どのようなことは困難なのか、また留意するこ

とは何かといったことについても、できるだけわかりやすい形でまとめた資料もあわせて作成しました。 

 本研究の企画および第Ⅰ部 障害者の就業分野： 職業編  、第Ⅱ部 障害者の就業分野： 産業編. 

は伊達木せい（特性研究部門統括研究員）現日本労働研究機構統括研究員が、第Ⅲ部 雇用に際し企業

が配慮していること（内部障害関係）、第Ⅳ部 障害の特徴は春名由郎（特性研究部門研究員）が、

第Ⅲ部 雇用に際し企業が配慮していること（内部障害を除く身体障害および精神薄弱関係）は石川泰

（研究協力員）が担当しました。 

 資料の整理にあたっては、徳永秀子さんに多大な御協力をいただきました。ここに記して感謝の意を

表します。 

 本書が障害者の職業を通じた社会復帰、社会参加を進めるための手掛りとして関係者の皆様のお役に

たてば幸いです。 

 

1997年 3月 

 

 

 

日本障害者雇用促進協会 

障害者職業総合センター 
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1．はじめに 

 障害のある人々は、障害のある部位に負担のかからない（あるいは少ない）仕事ややり方をすれば、

健常者と変らない大きな戦力として企業で活躍することができます。現に多くの障害者が、目を見はる

ほど多くの産業の多くの職域で活躍しており、その際、企業が配慮していることも、とくに過大なもの

ではなく、比較的常識的な、あたりまえの配慮をしている場合が多いのが実態です。しかし、こうした

情報は必ずしも集約された手軽に参照できるものになって関係者の手許には届いておらず、このため、

企業の採用担当者や人事担当者は、障害者の可能な職域を比較的せまいものに考えたり、また、過大な

配慮が必要なのではないかと不安に感じて、採用や配置を限定してしまうことがあるように思われます。 

 障害者を雇用した経験のある企業ほど、障害者の雇用にも職域の拡大にも肯定的・積極的になるとは

しばしば耳にすることですが、たとえば例の1は、 

【職種開拓】 

 障害者の職種開拓は私が直接、自転車で六万坪の敷地にある社内の全職場を巡回して仕事を見つ

けて回る。併行して社内の殆んど全職場に配属している障害者の仕事ぶりを見て回りもろもろの相

談ごとを受けて適時その障害者を交えて職場の上司、同僚との人間関係をよりよく保つよう配慮し

ている。障害者の職種は当初は、組立、検査職、構内清掃職ぐらいしか考えつかなかったが、現在

では、一般事務職、ワープロ、パソコン、コンピュータ、プログラマー、社内郵便物の仕分けメー

ル業務、図書管理、歴品室の管理補助、部品管理等、多種にわたっている。 

 松下電工株式会社西野安雄「私の障害者雇用・十二年間の足跡」 

 日本障害者雇用促進協会「障害者の雇用の安定に関する論文Ⅶ」P30 平成3年 8月 

障害者雇用に取りくむ以前は、ごく限られた職域しか思いつかなかった企業の管理者が、実際に雇用し

た障害者の働きぶりを通して、可能な職域ははるかに大きいことを発見していった体験を報告していま

す。また、例の2は、 

 もっとも積極的な支援内容は、F 社の「障害者雇用アドバイザー制度」である。社内のこれまで

の障害者雇用の対応に関するノウハウを人事管理部が集中的に蓄積して、これにもとづいて、本社

人事管理部のスタッフが現場部門ヘアドバイスしながら全社的に障害者雇用を進める制度である。

この制度は、障害者雇用の経験が浅い現場部門が多くあることを前提に、現場部門だけに障害者雇

用の課題を押し付けるのではなく、本社人事管理部門のスタッフが、障害者の応募・採用の段階か

ら障害者個々人別に担当者を決め、面接、配置、定着までをフォローする仕組みをつくっていた。

そして、いろいろな障害者と接した経験や情報は、アドバイザー会議で共有化され、本社人事部門

スタッフのノウハウが本社部門に集中的に蓄積され、それがつぎの各現場部門での障害者雇用に活

かされるという好循環を生みだすことに成功していた。 
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 障害者雇用は、人事管理部門から現場部門への一方的指示や現場部門の「好意」に依存するだけ

でなく、社内にこうした仕組みをつくりながら全社的に進めていくことが必要であろう。 

 工藤 正「大企業における企業内障害者雇用支援システム」 

 日本障害者雇用促進協会 第2回職業リハビリテーション研究発表会「発表論文集」P176 

  1994 年 12月 

社内での障害者雇用の経験やノウハウを本社人事部が集中的に蓄積し、専任のスタッフが障害者雇用の

経験の浅い現場部門にアドヴァイスして、面接、配置、定着までを共にフォローすることによって大き

な成果をあげている例です。いずれも、障害者雇用に関する効果的な経験や知識、情報の共有が障害者

の雇用の促進に非常に重要な役割を果たすことを示しています。 

 「障害者の就業領域の可能性を幅広く示すデータが、手軽な冊子として企業の手許にあれば、それぞ

れの企業は社内での障害者の活用の可能性についてじっくりと検討し、コンセンサスを形成するための

重要な手掛りにしてもらえる」との指摘が、障害者の雇用の促進に長年たずさわってきた行政の専門家

から出されています。 

 また、障害者の職業能力の評価や職域の開拓にあたっている障害者職業リハビリテーションの専門家

自身にとっても、同様の情報が求められており、「産業や職業構造が様々に変化していると考えられる

今日、どんな産業にどんな仕事があり、どの程度の障害の人でもこなせるのか、できれば幅広い情報が

ほしい。また、その際の仕事の情報は、標準的に用いられる職業分類よりも、もう少し具体的な、でき

るだけ作業内容のわかるレベルの表示で表わした情報が望ましい」との意見が寄せられています。 

 また、いうまでもなく、障害のある人々自身からも、様々な分野で活躍している障害者の情報を幅広

く知りたいとの希望が出されています。 

 本報告では、こうした要望に応えて、事業主や職業リハビリテーション関係者、あるいは障害のある

人々自身が、より広い分野で就業の可能性を検討する手掛りとしていただくため、日本障害者雇用促進

協会が業務を通じて入手した様々な雇用事例12000余を、障害の種類や程度別に整理し、障害者がどん

な職業（職種）についているのか、また、どんな産業分野で働いているのか、企業側が行っている配慮

はどんなことか、障害の種類や仕事の種類によってどう違うのか等について明らかにしました。なお、

様々な障害者の障害の内容や程度が一般の人にはわかりにくく、このこともまた障害者の雇用をせばめ

たり、また、健康管理や雇用管理上の不安につながる要因ともなるので、それぞれの障害の等級別に、

障害の特質や、どのようなことは不自由がなく、どのようなことは困難なのか、また留意することは何

かといったことについても、できるだけわかりやすい形でまとめた資料もあわせて作成しました。 
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2．本書の構成 

 本書は次の4部から構成されています。 

  第Ⅰ部 障害者の就業分野： 職業編  

  第Ⅱ部 障害者の就業分野： 産業編  

  第Ⅲ部 雇用に際し企業が配慮していること 

  第Ⅳ部 障害の特徴－障害の種類・等級別に－ 

 

3．資料の見方 

 それぞれの資料の見方の詳細は、第Ⅰ部～第Ⅳ部の冒頭にも利用上の留意点として示しましたが、ポ

イントならびに使い方の例は次のとおりです。 

 

3．1 第Ⅰ部 障害者の就業分野  職業編  

 各ページ右側に、黒ラベルで職業大分類別の見出しがついています。管理職、専門技術職、事務職、

営業・販売職、サービス職、保安職、農林漁業作業者、運輸・通信従事者、技能工、採掘・製造・建設

作業者及び労務作業者（製造、機械運転、建設・土木作業、労務作業等）の順に収録されています

（ 職業編  の例１）。 
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 職業名については、上記の職業大分類より詳しい、職業中分類別に頁をかえて表示し（たとえば、

「事務職」の中の、“一般事務員”、“会計事務員”、“生産関連事務員”など別に）、さらにその頁の中に 

     で職業小分類名を表示しました（たとえば、「一般事務員」の中の  総務事務員  、 企画・調整事務員. 

など）。 

 さらに      で示した職業小分類の下には、利用者に作業内容等が具体的に伝わるように、各企業

から自由記述で報告された具体的な職種（作業）名が収録されています（同・例1）。 

 ごく一般的な表現（たとえば一般事務、事務、庶務などといった表現）のものはまとめて表示しまし

たが、具体的な仕事内容（たとえば、保険手続き業務、人事事務、受付事務など）や、レベル（事務補

助・事務リーダー）、身分（庶務嘱託）なども含めて、具体的な情報の含まれる表現は、できるだけそ

のまま収録しました。また、職種名だけでは非常にわかりにくいものや、企業の報告してきた職種名と

職業分類があわない場合などは、企業の記述した作業内容をもとに、注や（ ）で補足してあります

〔（  職業編  の例 2）の精神薄弱の右下の（注）や、（  職業編  の例 3）の聴覚障害の再鑑業務、経

理事務など〕。 
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 表中の①②③④⑤⑥は身体障害者の障害等級を示します。①②級は重度障害者、③④級は中度障害者、

⑤⑥級は軽度障害者です。また、精神薄弱のＡは重度、Ｂはそれ以外をさします。 

 

3．2 第Ⅱ部 障害者の就業分野  産業編  

 各ページ右側に、黒ラベルで産業大分類別に見出しがついています。農業、鉱業、建設業、製造業、

電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店、金融・保険業、不動産業、サー

ビス業の順に収録されています。（  産業編  の例1） 
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 産業名については、上記の産業大分類より詳しい、産業小分類毎にページをかえて表示し、さらにそ

の頁の中に      で産業細分類名を表示してあります。（たとえば「製造業」でみると、『輸送用機械器

具製造業』の中の“自動車・同附属品製造業”など別にページを変え、さらに  自動車製造業  、 

 自動車部分品・附属品製造業  などの産業細分類を表示してあります。） 

      で示した産業細分類の下に各産業の就業者の内訳をのせましたが、同様に利用者に作業内容等

が具体的に伝わる方が望ましいため、企業から自由記述で報告された詳細な職種（作業）名を表示しま

した。おおまかに、管理職、専門技術職、事務職、営業・販売職、それ以外（製造、運輸・通信、サー

ビス、保安、建設、労務関係などの職種）の順に収録してあります。 

 表中の①②③④⑤⑥は身体障害者の障害等級を示します。①②級は重度障害者、③④級は中度障害者、

⑤⑥級は軽度障害者です。また、精神薄弱のＡは重度、Ｂはそれ以外をさします。 

 

産業大分類

産業中分類 産業小分類
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3．3  職業編  と  産業編  の使いわけ 

 たとえば今、本書を使うかたが、障害者の雇用を進めようと考えている企業の人事担当者とします。

その場合  職業編  であれば、社内にある職種と同じ職種、又は関連する職種名のページを開けば、

どのような障害者がこれに従事しているのか、全国の全産業の多くの事例を一目で見ることができます。

収録されている職業の種類については、職業編の目次を御覧ください。〔 〕内に示した職業小分類の

単位で情報が得られます。たとえば、事務職の場合で見ると、“一般事務員”であれば  総務事務員. 

や  企画・調査事務員  、“会計事務員”であれば  金銭出納事務員  や  予算・経理事務員  、“生産

関連事務員”であれば  生産現場事務員  や  倉庫係事務員  といった〔 〕内に示した非常に細かい

具体的な職業ごとに、事例がまとめられていますので、企業内の職種にもっとも近い職種を容易に捜し

だすことができます。 

 企業の人事担当のかたは、同業他社がどうしているのか、見てみたいかもしれません。そのときは 

 産業編  で、同一産業の雇用事例をみることができます。産業編の目次は、膨大になるため、産業の

小分類レベルのものしか表示していませんが（たとえば、自動車・同附属品製造業）、比較近い産業の

ページを開いていただければさらに、  自動車製造業   自動車部分品・附属品製造業  といった産業細

分類別に事例をまとめてありますので、自社にもっとも近い産業での障害者雇用の状況を見ることがで

きます。なお、たとえば、銀行の場合であれば、銀行の事例だけでなく、信用金庫や、農協、クレジッ

トカード会社、証券、保険といった金融保険関連企業の事例もあわせて参考になるかもしれません。百

貨店・総合スーパーであれば、それ以外の様々な小売業の事例や場合によっては卸売業の事例もあわせ

て参考になるかもしれません。 

 なお、  職業編  と  産業編  では、職業編の方が、産業に関係なく不特定多数の方がみることから、

やや詳しい補足や注をつけたり、作業内容等をみて表現を補っていますので、産業編でみて仕事内容が

わかりにくい場合など、職業編も参考になさってみてください。 

 障害者のかたや、職業リハビリテーションの専門家も同様に、職種の方に関心があれば、職業編で、

産業に興味があれば、産業編で情報をさがしだすことができます。もちろん障害単位で就業の分野をみ

ることもできます。 

 

3．4 第Ⅲ部 雇用に際し、企業が配慮していること－障害種類・等級・職種別に－ 

 障害者を雇用するときに、それぞれの企業が配慮していることは、とくに大げさなことや特別のこと

ではありません。障害の種類や程度によって特徴的にみられる特徴と、どの障害にも共通して配慮され

ていること（たとえばコミュニケーションをできるだけ密にはかるよにするなど）とがありますが、こ

の第Ⅲ部の内容をご覧いただければおわかりのように、それぞれの障害者の必要に応じて、ごく基本的

なことに気を配るだけで、多くの障害者が職場で活躍している様子がご理解いただけると思います。 

 なお、配慮する事項は仕事の種類によって違ってくる可能性がありますが、すべての仕事についてご

紹介することは紙面の関係もあってできませんので、それぞれの障害の種類・等級毎に、従事している
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人数の多い仕事を2種類とり上げ、企業が配慮している事項を整理しました、ほとんどの場合①技能工・

生産工と、②事務職が人数の多い代表的な仕事になっています（重度の視覚障害や精神薄弱では、それ

ぞれ、「あんま・マッサージ・はり・きゅう」やクリーニング工など、若干異なる仕事が従事する人数

の多い仕事になっています）。 

 具体的にみていきましょう。障害の種類別それぞれに、総括表、詳細表を作成しました。総括表には

企業が配慮していることを、配慮事項の大分類別で多い順に整理しました。また、詳細表には配慮の具

体的内容をまとめました。今回の記述には、障害の簡単な特徴と、総括表と詳細表から見出された企業

が配慮していることのごく代表的な点が含まれています。 

 なお、総括表と詳細表については分量が多いため、ここには記載しておりません。総括表と詳細表の

内容をお知りになりたい方は企画調整室までお問い合わせ下さい。 

 

3．5 第Ⅳ部 障害の種類・等級別にみた障害の特徴 

      －どのようなことに困難があり、どのようなことは大丈夫か。気をつけることは?－ 

 私達は、様々な障害のある人達がそれぞれどのようなことは困難であり、どのようなことは大丈夫な

のか、必ずしも十分には理解できていません。これは、障害の内容や程度を日常生活や作業に結びつけ

てわかりやすく整理した情報が少ないことも一因です。そのために障害に伴う不自由が実際よりも過大

に考えられたり、どのような配慮をすべきなのかよくわからないという不安から、できる仕事の範囲が

せまく考えられたり、大げさな設備がいると考えられたりする可能性があります。 

 こうした障害理解の難しさを少しでも減らしたいと考えて、専門家向けに提示されている厚生省の障

害等級表や障害判定基準等をもとに、障害の種類・等級別に、どのようなことはできてどのようなこと

はむずかしいのかを整理し、どんなことに気をつけるべきかも含めて解説と表でまとめてあります。 

 個々の障害者の状況は様々ですので、幅をもったものとお考えいただく必要がありますが、これを御

覧いただけば、○○障害とはどのような障害であるか、そのうち、障害の程度が○級の人は一般にどの

程度のことができたり不自由だったりするのか基本的な点に関しておわかりいただけますので、採用、

配置、職業リハビリテーション等に広く活用いただけると思います。 

 例として聴覚のページを引用してみました。これによれば、最も重い2級のかたは、聴覚が全く失わ

れていて、補聴器を使っても聴覚は回復しません。しかし 3 級のかたは、補聴器なしでも 1ｍ程度の位

置からのバスのクラクションやピアノの大きな音、耳元で大声で話す会話などを聞きとることができ、

通常の会話も補聴器を用い、かつ近くで大きな声で話されれば理解できることなどが具体的に示されて

います。（例Ⅳ-1） 
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 また、下肢障害の例が典型的ですが、障害を補う補助具を用いた場合と用いない場合、それぞれに、

できること、できないことが示されています（たとえば下肢障害1級のかたはいずれも立つことができ

ない障害ですが、義肢を用いれば立つことと、わずかな歩行が可能となること3級程度のかたであれば

困難の大幅な軽減が可能であることなどがわかります）。 

 また、同じ下肢障害の一級といっても、切断の場合と、下肢はそろっているが機能が全廃されている

場合がある、3 級ともなるとさらに様々なタイプの障害がある（両足を足首で欠く、踵を残して欠く、

片脚を大腿から欠く……）といったように同等級内の障害の多様性の存在とそれに伴う可能性や困難性

の違いについても、代表的なものがわかるように作成されています（例Ⅳ-2） 

 

両脚を股･大腿1／2で欠く 

両脚の機能全廃 

両脚を下腿1／2で欠く 

脚の機能の著しい障害 
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 ごく大まかなものですが、知的障害の例(例 1V-3)なども、目安表の内容を御理解いただくのにわか

りやすい例かと思います。 

 

 なお、これ以外の多くの障害も、また外見上見えにくい、心臓や腎臓など、内科系の障害などとくに

一般の人にはわかりにくい障害も含め、当該目安表の情報等を参考にして必要な配慮をしていただけれ

ば、まだまだ多くのかたが職場の戦力として活躍されることでしょう。 

 この目安表が多くのかたに活用され、障害への理解と障害者の戦力化、そして合理的な配慮のために

活用されることを願っております。 

 


